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豊川市優良建築物等整備事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に

資するとともに、土地の合理的かつ健全高度利用と都市機能の更新を図るた

め、優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月２３日建設省住街発第６

３号。以下「制度要綱」という。）に基づき、本市のまちづくりに寄与する優

良建築物等の整備を行う事業者に対し、市の予算の範囲内で交付する豊川市

優良建築物等整備事業費補助金（以下「補助金」という。）について、豊川市

補助金等に関する規則（平成５年豊川市規則第４９号。以下「補助金規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、制度要綱及び補助金規則に定めるも

ののほか、次に定めるところによる。 

⑴ 優良建築物等整備事業 

制度要綱第２第三号イに定める共同化タイプをいう。 

⑵ 施行者 

優良建築物等整備事業を施行する者をいう。 

⑶ 補助事業 

この要綱の定めるところにより、補助金の交付の決定を受けた優良建築

物等整備事業をいう。 

（補助対象区域） 

第３条 補助金の交付の対象とする区域は、豊川市立地適正化計画に位置付け

られた都市機能誘導区域とする。 

（交付対象事業及び交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象とする事業は、優良建築物等整備事業とし、施行

者を交付の対象者とする。 

（補助対象事業費） 

第５条 補助の対象とする事業費は、次に掲げる項目の費用とする。 

⑴ 調査設計計画 

ア 基本構想作成費 
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イ 事業計画作成費 

ウ 地盤調査費 

エ 建築設計費 

⑵ 土地整備 

ア 建築物除却等費 

イ 補償費等 

⑶ 共同施設整備 

ア 空地等整備費 

イ 供給処理施設整備費 

ウ その他の施設整備費 

（建築物及びその敷地の基準） 

第６条 優良建築物等整備事業に係る建築物及びその敷地の基準は、制度要綱

第４第一号及び第五号から第九号に適合するものでなければならない。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、第５条に定める補助対象事業費を合計した額の３分の

２以内の額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てるものとする。 

（計画協議） 

第８条 優良建築物等整備事業に係る補助金の交付を受けようとする施行者は、

当該事業の計画等に係る第６条及び制度要綱への適合（以下「事業適合性」

という。）について、あらかじめ市長に対し協議をしなければならない。 

２ 前項の協議は、豊川市優良建築物等整備事業計画協議書（様式第１号。以

下「計画協議書」という。）を市長へ提出することにより行うものとする。 

３ 市長は、提出された計画協議書の事業適合性を審査し、豊川市優良建築物

等整備事業計画協議結果通知書（様式第２号。以下「協議結果通知書」とい

う。）により、施行者へ通知する。 

（交付の申請） 

第９条 補助金交付の申請をしようとする施行者（以下「申請者」という。）は、

豊川市優良建築物等整備事業費補助金交付申請書（様式第３号）に関係書類
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を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 優良建築物等整備事業に係る補助金は、前条第３項に定める協議結果通知

書において、事業適合性について承認を受けた施行者のみ、交付の申請をす

ることができる。 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知（以下「交

付決定通知」という。）するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付す

ことができる。 

３ 第１項の規定による通知を受けた施行者（以下「補助事業者」という。）は、

交付決定通知を受けた日から起算して１５日を経過した日までに豊川市優

良建築物等整備事業費補助金交付申請取下届出書（様式第４号）を市長に提

出し、申請の取下げをすることができる。この場合において、当該申請に係

る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。 

（経費の配分及びその変更） 

第１１条 優良建築物等整備事業に係る経費の配分は、第５条に規定する事業

に要する経費とする。 

２ 補助事業者が優良建築物等整備事業に係る経費の配分を変更しようとする

ときは、豊川市優良建築物等整備事業費補助金経費配分変更承認申請書（様

式第５号）をあらかじめ市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る書類等を審査

し、経費の配分の変更を承認したときは、補助事業者に通知しなければなら

ない。 

（事業内容の変更） 

第１２条 補助事業者が補助事業の内容を変更しようとするときは、次の各号

に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類をあらかじめ市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 補助金の額に変更を生じない場合 

豊川市優良建築物等整備事業費補助金事業内容変更承認申請書（様式第
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６号） 

⑵ 補助金の額に変更を生じる場合 

豊川市優良建築物等整備事業費補助金交付変更申請書（様式第７号） 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認め

たときは、当該申請書ごとに提出した者に通知するものとする。 

（事業の中止又は廃止） 

第 1３条 補助事業者は、第１０条の規定による補助金の交付の決定後におい

て、やむを得ない事情により当該事業を中止又は廃止しようとするときは、

速やかに豊川市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業中止（廃止）承

認申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認

めたときは、当該申請を承認し、補助事業者に通知しなければならない。 

（事業の完了期日の変更） 

第１４条 補助事業者は、交付決定通知に記載された完了予定期日までに補助

事業が完了しない場合は、速やかに豊川市優良建築物等整備事業完了期日変

更報告書（様式第９号）により市長に報告し、その指示を受けなければなら

ない。 

（事業遂行状況報告書） 

第１５条 補助事業者は、交付決定通知があった日（以下「交付決定日」とい

う。）以降において、交付決定日の属する会計年度の四半期ごとに、豊川市優

良建築物等整備事業遂行状況報告書（様式第１０号）を当該期間経過後速や

かに市長へ提出しなければならない。 

（遂行命令等） 

第１６条 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、

これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

（実績報告） 

第１７条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第１３条の規定による

補助事業の中止若しくは廃止の決定を受けたときは、当該補助事業が完了し

た日（以下「完了日」という。）若しくは補助事業の中止又は廃止の決定を受
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けた日（以下「廃止日」という。）から起算して１４日を経過した日又は当該

補助事業の完了日若しくは廃止日の属する会計年度の３月末日のいずれか

早い日までに、豊川市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業実績報告

書（様式第１１号。以下「実績報告書」という。）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、現年度の末日までに豊

川市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業年度終了実績報告書（様式

第１２号。以下「年度終了報告書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

（補助金の確定） 

第１８条 市長は、実績報告書及び年度終了報告書が提出され、その内容の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

（補助金の交付） 

第１９条 補助金は、補助事業の完了後において、前条の規定により確定した

額を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は

一部を概算払又は前金払により交付することができる。 

（是正のための措置） 

第２０条 市長は、第１７条の規定による実績報告書の提出があった場合にお

いて、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための

措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。 

（交付決定の取消し） 

第２１条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件又は関係法令に違反

したとき。 
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⑷ 前条の命令に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速や

かに補助事業者へ通知しなければならない。 

３ 第１項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものと

する。 

（補助金の返還） 

第２２条 市長は、前条第２項の規定により通知をする場合において、交付決

定の取消しに係る部分の補助金を既に交付しているときは、補助事業者に対

し、当該補助金の全部又は一部について期限を定めて返還させることができ

る。 

（指導・監督等） 

第２３条 市長は、補助事業の適正な施行を確保するため、施行者に対して、

必要に応じて報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査、勧告若しく

は助言等をすることができる。 

（雑則） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


